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周
知
の
よ
う
に
伝
世
の
文
献
に
お
い
て
「
春
秋
」
な
る
テ
キ
ス

ト
に
言
及
し
た
最
初
の
書
は
『
孟
子
』
で
あ
る
が
、
文
献
学
的
考

察
と
近
年
の
郭
店
楚
簡
の
記
述
等
と
を
照
合
す
る
と
従
来
の
知
見

と
は
異
な
る
「
春
秋
」
テ
キ
ス
ト
の
概
念
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
そ
し
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
と
最
も
密
接
な
関
係
が
想
定
さ
れ
る

の
は
『
左
偲
』
と
見
ら
れ
る
。
小
稿
は
『
孟
子
』
の
本
文
理
解
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
二
つ
の
「
春
秋
」
概
念
を
手
が
か
り
に

『
左
偲
』
所
収
の
経
及
び
俯
の
テ
キ
ス
ト
の
形
成
、
そ
の
先
後
関

係
に
つ
い
て
一
試
論
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
『
孟
子
』
所
説
の
「
春
秋
」
像

周
知
の
よ
う
に
子
』
に
お
い
て
春
秋
に
言
及
す
る
の
は
、

膝
文
公
下
篇
の
公
都
子
の
問
い
に
答
え
一
治
一
乱
を
説
き
、
孔
子

に
よ
る
天
子
の
事
」
と
し
て
の
「
春
秋
」
制
作
に
つ
い
て
説
く

『
孟
子
』

（
以
下
公
都
子
章
と
称
す
）
、
離
婁
下
篇
の
「
詩
亡
び
「
春
秋

作
る
」
を
述
べ
る
章
（
以
下
王
者
之
迩
章
と
称
す
）
、
盛
心
下
篇
の

「
春
秋
」
に
義
戦
無
き
を
述
べ
る
章
の
三
章
で
あ
る
。

従
来
難
解
と
さ
れ
議
論
が
紛
糾
し
て
き
た
の
は
前
二

を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。

(
1
)

孟
子
日
、
「
世
衰
道
微
、
邪
説
暴
行
有
作
。
臣
試
其
君
者

有
之
、
子
試
其
父
者
有
之
。
孔
子
憚
、
作
春
秋
。
春
秋
天

子
之
事
也
。
是
故
孔
子
日
、
『
知
我
、
其
惟
春
秋
乎
゜
罪
我

者
、
其
惟
春
秋
乎
。
』
聖
王
不
作
、
諸
侯
放
恣
、
慮
士
横
議
、

揚
朱
墨
誓
之
言
盈
天
下
、
天
下
之
言
、
不
蹄
揚
則
蹄
墨
゜

揚
氏
為
我
、
是
無
君
也
。
墨
氏
兼
愛
、
是
無
父
也
。
無
父

無
君
、
是
禽
獣
也
。
…
。
揚
墨
之
道
不
息
、
孔
子
之
道
不

著
、
是
邪
説
匪
民
、
充
塞
仁
義
也
。
…
…
。
昔
者
萬
抑
洪

水
、
而
天
下
平
。
周
公
兼
夷
秋
謳
猛
獣
、
而
百
姓
寧
゜
叫
．

所
説
春
秋
と
『
左
偲
』

ー
そ
の
経
傭
の
先
後
を
め
ぐ
っ
て
ー
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(
2
)
孟
子
日
、
「
①
王
者
之
迩
想
而
詩
亡
。
詩
亡
、
然
後

11

但
゜
②
晉
之
乗
、
楚
之
樺
机
、
魯
之
春
秋
、
一
也
。
③
其

事
則
齊
桓
晉
文
、
其
文
則
史
。
④
孔
子
日
、
『
其
義
則
丘
寂

取
之
突
。
』
」
（
離
下
）

こ
こ
で
考
察
す
べ
き
は
、
第
一
に
従
来
議
論
と
な
っ
た

(
1
)

の
「
作
春
秋
」
と
(
2
)
の
「
春
秋
作
」
を
め
ぐ
る
訓
話
・
解
釈

の
問
題
で
あ
り
（
注
1
)
、
第
二
に
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の

(
2
)

の

孟
子
の
「
春
秋
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
作
興
説
の
理
解
に
は

語
法
的
な
無
理
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
A
作」

（
主
述
構
造
）
と
「
作
A
」
（
動
賓
構
造
）
と
い
う
二
つ
の
語
順
（
構

造
）
に
お
い
て
は
前
者
が
自
動
詞
、
後
者
が
他
動
詞
の
機
能
と
な

り
両
者
は
分
け
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
前
者

が
自
動
詞
と
し
て
「
A
お
こ
る
」
と
読
ま
れ
る
場
合
に
、
後
者
は

他
動
詞
と
し
て
「
A
を
お
こ
す
」
と
読
む
と
い
う
こ
と
は
決
し
て

必
然
的
な
帰
結
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
「
A
作
」
は
「
A
お
こ
る
」
「
A
た
つ
」
と

読
ま
れ
「
作
A
」
は
「
A
を
つ
く
る
」
「
A
を
な
す
」
（
た
だ
し
賓

語
A
が
自
然
現
象
の
場
合
は
「
A
を
お
こ
す
」
と
も
読
み
得
る
）

子
成
春
秋
、
而
乱
臣
賊
子
憚
。
云
々
。
」
（
膝
下
）

と
読
む
の
が
用
語
例
か
ら
す
る
通
則
と
見
ら
れ
る
。

今
、
『
孟
子
』
に
お
け
る
「
作
」
字
の
用
例
を
今
の
議
論
の
対
象

と
な
る
「
作
春
秋
」
「
春
秋
作
」
を
除
く
全
て
の
用
法
に
つ
い
て
網

羅
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
通
則
は
や
は
り
成
立
し
て
い
る
。

「A
作
」
の
用
例
は
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

I
l
(
a
)
 
「
賢
聖
之
君
六
七
侑
、
…
且

lI之不
侑
‘

時
者
也
。
」
（
公
上
）

未
有
疏
於
此

(
b
)
「
聖
人
之
道
衰
、

11代
悧
‘
…
邪
説
暴
行
又
侑
、
…
刺

説
暴
行
有
侑
‘
…

11不
侑
、
…
邪
説
者
不
得
但
。
」
（
膝

下）

(
e
)

「
有
王
者
作
、
将
比
今
之
諸
侯
而
誅
之
乎
。
」
（
萬
下
）

(
f
)
「
有
田
剃
厖
E
、
則
魯
在
所
損
乎
、
在
所
益
乎
。
」
（
告
下
）

(
g
)
「
刈
恒
過
、
然
後
能
改
、
困
於
心
、
衡
於
慮
、
而
後
倒
。
」

（
告
下
）

(
h
)
 
作
於
其
心
、
害
於
其
事
、

人
復
起
、
不
易
吾
言
突
。

(
d
)
「
今
日
我
痴
伺
。
」
（
離
下
）

作
於
其
事
、

（
膝
下
）

害
於
其
政
、
聖

(

C

)

「
聞
文
王
作
興
日
、
云
々
。
」
（
離
上
及
び
盛
上
）

(2) 



(

m

)

「
大
甲
日
、
天
侑
剣
遥
i

可
違
、
自
侑
剣
呆
缶
□
活
。
」
（
公

上
及
び
離
上
）

h
は
「
A
作
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
A
作
於

B
」

(A、

B
に
お
こ
る
、
た
つ
）
の
A
が
省
略
さ
れ
た
用
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
動
詞
で
あ
り
、
「
作
（
お
こ
）
る
」
或
い
は

「
作
（
た
）
つ
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
作
A
」
の
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
i
)
「
仲
尼
日
、
始
侑
価
者
、
其
無
後
乎
。
為
其
象
人
而
用
之

也
。
」
（
梁
上
）

(
j
)

「
天
油
然
倒
劉
。
」
（
梁
上
）

(
K
)
「
書
日
、

天
降
下
民
、
作
之
君
‘
伺
才
師
＇
o

」
(
梁
下
）

(
l
)
「
晏
子
封
日
、
…
民
乃
個
副
吋
景
公
…
日
、
為
我
徊
群
国
[

相
説
之
築
。
」
（
梁
下
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
他
動
詞
「

S
を
つ
く
る
」
或
い
は
「

S
を

な
す
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お

(
j
)
は
「
雲
を
お
こ

す
」
と
も
読
み
う
る
が
、
そ
れ
は
「
作
A
」
に
お
い
て
賓
語
A
が

自
然
現
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
天
が
雲
を
〈
つ
く
る
〉

の
意
で
「
天
雲
を
つ
く
る
」
と
も
読
み
得
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
A
作
」
（
主
述
構
造
）
は
「
A
お
こ
る
、
た

つ
」
、
「
作
A
」
（
動
賓
構
造
）
は
「
A
を
つ
く
る
、
な
す
」
（
自
然

現
象
的
賓
語
の
場
合
は
「
お
こ
す
」
と
も
読
み
得
る
）
と
い
う
原

則
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
語
法
的
に
は
「
春
秋
作
」
は

「
春
秋
お
こ
る
」
で
あ
り
、
「
作
春
秋
」
は
「
春
秋
を
つ
く
る
」
が

妥
当
な
読
み
方
で
あ
る
。

な
お
参
考
と
し
て
『
荀

げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(

n

)

 

(

r

)

 

日、

路。」

「
無
有

itl、
遵
王
之
道
。
無
有

ti、
遵
王
之

此
言
君
子
之
能
以
公
義
勝
私
欲
也
。
（
修
身
）

(

O

)

詩
日
、
「
為
鬼
為
蛾
、
則
不
可
得
、
有
醗
面
目
、
視
人
岡

極
、
作
此
好
歌
、
以
極
反
側
。
」
此
之
謂
也
。
（
儒
妓
）

(
P
)

詩
日
、
「
天
徊
出
呵
閂
‘
大
王
荒
之
、
彼
作
突
。
文
王
康

之
。
」
此
之
謂
也
。
（
王
制
及
び
天
論
）
揚
僚
注
「
言
天

作
此
高
山
、

．．． 
彼
大
王
作
此
都
、
云
々
。
」

(
q
)
是
一
國
個
副
‘
則
三
國
必
起
而
乗
我
゜
如
是
則
齊
必
断

而
為
四
。
（
彊
國
）

勉
力
不
時
、
則
牛
馬
相
生
、
六
畜
桐
却
f

而
不
可
畏
也
。
（
天
論
） に

お
け
る
「
作
A
」

…
可
怪
也
、

の
用
例
を
挙

(3) 



(

S

)

證
之
理
誠
深
牟
。
堅
白
同
異
之
察
、
入
焉
而
溺
。
其
理

誠
大
突
。
檀
作
典
制
辟
晒
之
説
、
入
焉
而
喪
、
其
理
誠

高
突
。
（
證
論
）

(
t
)

好
義
者
衆
突
。
而
舜
獨
偲
者
、
翌
也
。
唾
侑
司
5

、
浮
源

胃
、
而
葬
精
於
射
。
羹
仲
作
車
乗
、
杜

sI、而

造
父
精
於
御
、
自
古
及
今
、
未
嘗
有
雨
而
能
精
者
也
。

（
解
蔽
）
揚
僚
注
「
弓
矢
舜
以
前
有
之
、
此
云
『
唾
作

嘗
是
改
制
精
巧
、
故
亦
言
作
也
。
」

(

U

)

故
王
者
之
制
名
、
名
定
而
賞
朔
、
道
行
而
志
通
、
則
慎

率
民
而
一
焉
。
故
析
辟
檀

ii以
乱
正
名
、
使
民
疑
惑
、

人
多
朔
訟
、
則
謂
之
大
姦
。
（
正
名
）

(

V

)

功
被
天
下
而
不
私
置
者
典
、
託
地
而
蒋
宇
、
友
風
而
子

雨
、
冬
日

iI、
夏
日
侑
劉
i

、
廣
大
精
神
、
請
蹄
之
雲
。

（
賦
篇
）

い
ず
れ
も
「

S
を
つ
く
る
、
な
す
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(

V

)

は
自
然
現
象
が
賓
語
で
あ
る
の
で
「

S
を
お
こ
す
」
と
も

読
み
得
る
。
こ
れ
ら
の
例
も
先
の
考
察
の
妥
当
性
を
裏
付
け
る
。

な
お

(
t
)

の
揚
椋
注
が
「
弓
を
つ
く
る
」
と
は
「
改
制
し
て
精

巧
に
す
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
の
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
I
(
1
)
の
公
都
子
章
の
本
文
の

III1
、
孟
子
封
日
、
「
夫
明
堂
者
、

11之
堂
也
。
王
欲
行
王
政
、

（
二
）
「
春
秋
」
像
其
の
一

の
王
者
之
迩
章
の

(

-

）

 

次
に

I
(
2
)

考
察
す
る
。

こ
の
章
の
「
春
秋
作
」
の
読
み
は

ば
「
春
秋
お
こ
る
」
と
な
る
。

冒
頭
の
「
王
者
」
な
る
語
を
趙
岐
は
、
「
王
者
謂
聖
王
也
」
と
注
し

て
い
る
が
、
「
聖
王
」
な
る
語
は
本
来
は
墨
家
の
出
自
で
あ
り
孟
子

の
中
に
は
た
だ
一
度
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て

「
王
者
」
の
語
は
孟
子
の
思
想
的
含
意
を
込
め
た
用
語
と
見
ら
れ
、

『
孟
子
』
全
篇
に
お
い
て
は
本
章
を
含
め
て
次
の
よ
う
に
八
章
に

そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

の
考
察
を
踏
ま
え
れ

「
春
秋
」

の
概
念
に
つ
い
て

理
解
を
な
す
な
ら
ば
、
従
来
の
孔
子
制
作
論
と
孔
子
作
興
論
（
講

説
論
）
と
の
論
争
点
で
あ
っ
た
「
孔
子
憚
作
春
秋
」
は
、
「
孔
子
憚

れ
て
春
秋
を
作
（
つ
く
）
る
」
と
孔
子
が
「
春
秋
」
を
制
作
し
た

と
孟
子
が
述
べ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
、
つ
ま
り
孔
子
制
作
論
が

妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
る
。
し
か
し
て
こ
の
「
制
作
」
の
意

は
「
創
作
」
か
ら
「
改
制
（
編
作
）
」
ま
で
の
幅
を
以
て
理
解
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(4) 



3
、
孟
子
去
齊
°
・
・
・
日
、
「
…
五
百
年
必
有

II興
、
其
間
必
有

名
世
者
。
」
（
公
下
）

4
、
膝
文
公
問
為
國
、
孟
子
日
、
「
．．． 
夏
日
校
、
殷
日
序
、
周
日

痒
゜
學
則
三
代
共
之
。
皆
所
以
明
人
倫
也
。
人
倫
明
於
上
、

小
民
親
於
下
。
有

II起
、
必
束
取
法
。
是
為

lI師也
。

詩
云
、
『
周
雖
薔
邦
、
其
命
惟
新
。
』
文
王
之
謂
也
。
云
々
。
」

（
膝
上
）

5
、
萬
章
問
‘
…
[
孟
子
]
日
‘
「
子
以
為
有

II作
、
将
比
今

之
諸
侯
而
誅
之
乎
。
其
教
之
不
改
而
後
誅
之
乎
。
」
（
萬
下
）

6
、
魯
欲
使
恨
子
為
将
軍
。
日
、
「
…
周
公
之
封
於
魯
、
為

方
百
里
也
。
…
太
公
之
封
於
齊
也
、
亦
為
方
百
里
也
。
…
今

魯
方
百
里
者
五
、
子
以
為
有

iI作
、
則
魯
在
所
損
乎
、
在

所
益
乎
゜
云
々
。
」
（
告
下
）

7
、
孟
子
日
、
「
覇
者
之
民
耀
虞
如
也
、

II之
民
眸
陣
如
也
。

殺
之
而
不
怨
、
利
之
而
不
庸
。
民
日
遷
善
而
不
知
為
之
者
。

云
々
。
」
（
盛
上
）

2 ヽ

子
日
、
「
．．． 
且
団
剖
デ
之
不
作
、
未
有
疏
於
此
時
者
也
。
」

（
公
上
）

則
勿
毀
之
突
°
」
[
齊
宣
]
王
日
、
「
王
政
可
得
聞
輿
。
」
封
日
、

「
昔
者
文
王
之
治
岐
也
、
云
々
。
」
（
梁
下
）

こ
こ
に
看
取
し
得
る
孟
子
の
「
王
者
」
の
概
念
は
周
の
文
王
・

武
王
に
理
想
型
を
見
る
所
の
も
の
で
あ
り

(
1
や
4
の
文
王
や
、

6

の
周
公
•
太
公
を
封
じ
た
武
王
に
示
さ
れ
る
）
、
「
覇
者
」
よ
り

も
上
位
概
念
で

(
7
)
、
か
つ
五
百
年
を
周
期
と
し
て
新
た
な
「
代
」

を
お
こ
す
所
の
天
下
の
治
者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り

(
2
、
3
、

4
)
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
「
作
（
お
こ
）
る
」
こ
と
が
待
望
さ
れ

る
存
在
で
あ
る

(
2
、
5
に
看
取
し
得
る
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ

ば
墨
家
系
の
「
聖
王
」
の
概
念
に
対
し
て
、
孟
子
は
文
王
・
武
王

を
歴
史
的
範
型
と
す
る
「
王
者
」
な
る
語
に
よ
っ
て
そ
の
理
想
型

と
し
て
の
天
下
の
治
者
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

I
(
2
)
①
の
「
王
者
の
迩
慇
み
て
詩
亡
ぶ
。

詩
亡
び
て
、
然
る
後
春
秋
作
（
お
こ
）
る
」
は
、
文
王
・
武
王
か

ら
孔
子
ま
で
の
五
百
余
年
の
周
道
の
興
亡
の
歴
史
を
、
「
詩
」
か
ら

「
春
秋
」
へ
の
興
亡
と
対
応
さ
せ
て
述
べ
ん
と
す
る
も
の
と
解
し

得
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
文
は
、
孟
子
の
一
治
一
乱
の
史
観
と
同
軌

の
歴
史
認
識
で
あ
っ
て
、
周
の
文
王
・
武
王
と
い
う
「
王
者
」
の

事
迩
を
讃
え
る
「
詩
」
が
亡
び
、
「
覇
者
」
の
事
迩
を
讃
え
る
「
春

秋
」
が
作
（
お
こ
）
っ
た
、
と
い
う
事
態
を
述
べ
ん
と
す
る
も
の

と
解
し
得
る
。
趙
岐
注
が
「
太
平
道
衰
、
王
迩
止
慇
、
頌
聟
不
作
、

故
詩
亡
。
」
と
す
る
よ
う
に
、
「
亡
ぶ
」
と
は
「
頌
磐
作
ら
ず
」
と

「
詩
」
を
も
っ
て
頌
え
ら
れ
る
べ
き
「
王
者
」
の
不
在
が
久
し
く

(5) 



な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
注
2
)
o

し
た
が
っ
て

I
(
2
)
の
王
者
之
迩
章
の
①
の
「
春
秋
お
こ
る
」

と
は
「
王
者
」
の
時
代
の
「
詩
」
に
代
わ
っ
て
「
覇
者
」
の
時
代

と
な
り
覇
業
の
記
事
と
し
て
の
「
春
秋
」
が
世
に
行
わ
れ
た
こ
と

を
言
う
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
文
が
難
解
と
せ
ら
れ
幾
多
の
解
釈
史
が
積
み
上
げ
ら
れ
て

来
た
の
は
、
こ
こ
に
言
う
「
春
秋
」
（
こ
れ
を
「
春
秋
I
」
と
す
る
）

を
所
謂
春
秋
経
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
来
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
孟
子
は
「
春
秋
」
を

I
(
2
)
②
③
の
ご
と
く
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
文
の
趣
旨
は
ま
ず
①
に
お
い
て
王
者
の
政
の
衰
退
に

伴
い
そ
の
事
迩
を
頌
え
た
「
詩
」
が
「
亡
び
」
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て

覇
者
の
「
春
秋
」
が
「
作
（
お
こ
）
」
っ
た
と
言
い
、
次
に
②
③
に

お
い
て
そ
の
「
春
秋
」
と
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
だ
と
言
う
。
論

理
構
成
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
春
秋
」
を
所
謂
春
秋
経
と

解
す
る
先
入
観
が
こ
の
孟
子
の
明
快
な
論
理
構
成
の
理
解
を
困
難

に
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
春
秋
経
テ
キ
ス
ト
は
「
春
秋
は
こ
れ
微

な
り
」
（
『
荀
子
』
勧
学
）
と
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
適
合
す
る
が
、
②

③
の
よ
う
に
説
か
れ
る
「
春
秋
」
テ
キ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
全

＜
適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
鎌
田
正
は
章
柄
麟
の
説
を
引
用
し
て
、
左
偲
昭

公
元
年
の
楚
の
王
子
国
の
試
君
の
文
と
同
襄
公
二
十
五
年
の
齊
の

雀
抒
の
試
君
の
文
と
が
、
戦
国
策
・
楚
策
、
韓
非
子
・
姦
劫
試
臣

篇
、
韓
詩
外
偲
巻
四
、
に
は
い
ず
れ
も
「
春
秋
」
の
文
と
し
て
引

用
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
左
偲
を
指
し
て
「
春
秋
」
と
称
し
た

こ
と
の
例
証
と
し
て
い
る
（
注3
)
。
ま
た
、
戦
国
策
•
東
周
策
の
「
春

秋
」
は
左
偲
襄
公
十
七
年
の
文
と
、
魏
策
の
「
春
秋
」
は
左
偲
偕

公
二
年
及
び
五
年
の
文
と
内
容
的
に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
春
秋
」
な
る
語
は
、
先
秦
に
お
い
て
は
、
所
謂
春
秋
紐
の
み
を

指
す
概
念
で
は
な
く
今
本
の
左
偲
に
対
応
す
る
テ
キ
ス
ト
を
「
春

秋
」
と
称
し
て
い
た
事
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
（
『
荀
子
』
以
降
に
は

公
羊
偲
や
穀
梁
傭
の
文
も
「
春
秋
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
が
）
。

さ
ら
に
ま
た
、
孟
子
に
並
ぶ
か
あ
る
い
は
先
行
す
る
文
献
と
見

ら
れ
る

1
9
9
3
年
出
土
の
郭
店
楚
簡
『
語
叢
一
』
に
は
次
の
よ

う
に
「
春
秋
」
に
言
及
し
て
い
る
。

『
易
』
所
以
會
天
道
人
道
也
。
『
詩
』
所
以
會
古
今
之
詩
也
者
。

『
春
秋
』
所
以
會
古
今
之
事
也
。
證
交
之
行
述
也
。
栗
或
生

或
教
者
也
（
注
4
)
o

こ
れ
ら
易
、
詩
、
春
秋
が
具
体
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
例
え
ば
「
詩
は
古
今
の
詩
を
會
む
る
所
以
な
り
」
と

の
記
述
か
ら
も
看
取
し
得
よ
う
。
し
か
も
「
古
今
の
事
を
會
（
あ

つ
）
む
る
所
以
」
と
さ
れ
る
「
春
秋
」
の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が

る
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
本
の
春
秋
経
と
は
相
当
に

(6) 



距
離
が
あ
り
、
む
し
ろ
今
本
の
左
氏
博
に
対
応
す
る
よ
う
な
テ
キ

ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
と
適
合
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
孟
子
の
こ
の
「
春
秋
」
（
「
春
秋
I
」
)
は
、

い
わ
ば
「
原
左
氏
偲
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た

可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
「
春
秋
」
像
其
の
二

次
に
、

I
(
2
)
②
の
「
一
な
り
」
の
問
題
で
あ
る
。

従
来
①
の
「
春
秋
」
を
所
謂
春
秋
紐
と
し
、
②
の
こ
れ
ら
三
書

（
晉
の
乗
、
楚
の
樺
机
、
魯
の
春
秋
）
は
史
記
と
し
て
同
一
の
[
範

呻
に
在
る
]
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
解
釈
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
佐
川
修
は
「
孔
子
に
よ
っ
て
春
秋
は
制
作
さ
れ
た
。

そ
の
春
秋
は
史
書
か
ら
素
材
を
え
て
い
る
の
だ
が
、
史
書
に
は
乗
、

樽
机
及
び
魯
之
春
秋
な
ど
が
あ
り
、
史
書
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
」

と
解
し
て
い
る
（
注
5)°

し
か
し
そ
う
解
す
れ
ば
結
局
は
①
は
孔
子

の
「
春
秋
」
（
佐
川
及
び
通
説
で
は
春
秋
綬
と
す
る
）
の
こ
と
、
②

③
は
一
般
的
な
史
記
に
つ
い
て
の
説
明
の
文
、
と
し
て
全
く
別
の

問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
①
と
②
③
と
の
つ
な
が
り
が

断
た
れ
て
し
ま
う
の
み
な
ら
ず
、
章
全
体
の
理
解
に
大
き
な
不
整

合
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
佐
川
は
第
二
節
（
②
）
を
単
な
る
挿
入
句

と
見
な
し
て
解
釈
し
て
い
る
（
注
6
)
。
あ
る
い
は
山
田
琢
は
三
節
（
①

と
②
と
③
④
の
三
つ
の
部
分
）
夫
々
が
本
来
は
別
の
文
章
で
あ
っ

た
、
と
解
釈
し
た
り
し
て
い
る
（
注
7
)
0

そ
こ
で
、
近
藤
則
之
は
一
章
全
体
を
疎
通
さ
せ
る
解
釈
と
し
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

「
詩
亡
ん
で
、
然
る
後
に
春
秋
作
る
」
の
「
春
秋
」
は
、
史

官
た
ち
の
記
録
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
「
晉

の
乗
、
楚
の
樺
机
‘
魯
の
春
秋
は
一
な
り
」
と
は
一
般
的
呼

称
で
あ
る
「
春
秋
」
に
対
し
て
、
そ
の
具
体
物
を
示
し
て
い

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
「
そ
の
事
は
則

ち
斉
桓
晉
文
、
そ
の
文
は
則
ち
史
」
と
い
う
の
は
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
各
国
の
史
官
の
記
録
の
内
容
を
総
括
的
に
述
べ
て
い

る
も
の
と
見
ら
れ
る
（
注
8
)
o

こ
れ
に
よ
る
と
「
春
秋
」
と
は
「
史
官
た
ち
の
記
録
全
体
を
指

す
」
も
の
で
「
一
般
的
呼
称
で
あ
る
」
と
す
る
。
仮
に
こ
の
想
定

が
事
実
で
あ
れ
ば
「
晉
の
乗
」
は
「
晉
の
春
秋
」
、
「
楚
の
樽
机
」

は
「
楚
の
春
秋
」
と
記
述
さ
れ
る
べ
き
は
ず
だ
が
、
こ
の
記
事
は

そ
の
よ
う
な
記
述
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
王
者
之
迩
章
の

趣
旨
を
一
貫
さ
せ
る
点
で
は
巧
み
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、
実
証
性

に
お
い
て
難
点
が
あ
ろ
う
。
当
然
こ
の
解
釈
で
は
「
春
秋
」
テ
キ

ス
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
把
握
し
き
れ
な
い
。
そ
の
為
か
近
藤
は

(7) 



孔
子
制
作
論
で
は
な
く
孔
子
作
興
（
講
説
）
説
を
取
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

I
(
2
)
①
の
「
春
秋
作
（
お
こ
）
る
」
を

（
二
）
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
具
体
的
テ
キ
ス
ト
と
す
る
と
、

I
(
1
)

の
孔
子
制
作
の
「
春
秋
」
と
二
つ
の
「
春
秋
」
テ
キ
ス

ト
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
は
矛
盾
す
る
か

の
ご
と
く
だ
が
、
「
孔
子
憚
れ
て
春
秋
を
作
（
つ
く
）
る
」
を
孔
子

に
よ
る
「
春
秋
」
の
創
作
で
は
な
く
、
新
た
な
編
作
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
解
消
す
る
。
即
ち
孟
子
所
説
の
「
春
秋
」
テ

キ
ス
ト
に
は
、
史
に
よ
る
「
春
秋
」
（
先
の
「
春
秋

I
」
)
と
、
そ

こ
か
ら
の
孔
子
の
取
義
に
よ
っ
て
「
作
」
ら
れ
た
「
春
秋
」
（
こ
れ

を
「
春
秋

rr」
と
す
る
）
と
の
二
種
が
有
る
と
い
う
、
「
孔
子
制
作

論
」
に
立
っ
た
よ
り
整
合
的
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
『
孟
子
』
の
用
語
の
「
一
」
を
検
討
し
て
み
る
と
、

一
般
的
な
数
詞
と
し
て
の
用
法
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
A
「
一

部
分
と
す
る
、

S
の
う
ち
の
―
つ
で
あ
る
」
、
B
「
一
貫
す
る
」
、

C

「
統
一
す
る
‘
―
つ
に
す
る
（
な
る
）
」
な
ど
の
概
念
が
確
認
し

得
る
。そ
の
A
の
意
と
な
る
主
な
例
を
こ
こ
に
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

w
1、
[
孟
子
]

其
一
、
以

日
、
「
…
。
海
内
之
地
、
方
千
里
者
九
、
齊
集
有

服
八
、
云
々
。
」
（
梁
上
）

己
日
、
「
…
。
昔
者
籟
聞
之
、
子
夏
、
子
協
、
子
張

皆
有
聖
人
之
二
瞑
。
再
牛
、
閃
顔
淵
則
具
腔
而
微
。
云

々
。
」
（
公
上
）

3
、
`
子
]
日
、
「
…
。

一
。
云
々
。
」
（
公
下
）

天
下
有
達
尊
三
、
爵
一
、
歯
一
、
徳

4
、
陳
装
問
日
、
「
…
。
前
日
之
不
受
是
、
則
今
日
之
受
非
也
。

今
日
之
受
是
、
則
前
日
之
不
受
非
也
。
夫
子
必
居
一
於
此
突
。
」

孟
子
日
、
「
皆
是
也
。
云
々
。
」
（
公
下
）

5
、
孟
子
日
、
「
世
俗
所
謂
不
孝
者
五
。
…
。
五
不
孝
也
。

有
一
於
是
乎
。
」
（
離
下
）

6
、
北
宮
鏑
問
日
、
「
周
室
班
爵
禄
也
、
如
之
何
。
孟
子
日
、
「
…
。

天
子
一
位
、
公
一
位
、
侯
一
位
、
伯
一
位
、
子
男
同
一
位
。

凡
五
等
也
。
君
一
位
、
卿
一
位
、
大
夫
一
位
、
上
士
位
、

中
士
一
位
、
下
士
一
位
。
凡
六
等
。
云
々
。
」
（
萬
下
）

7
、
孟
子
日
、
「
…
。
子
莫
執
中
、
執
中
為
近
之
。
執
中
無
櫂
、

猶
執
一
也
。
所
悪
執
一
者
、
為
其
賊
道
也
、
學
一
而
暖
百
也
。
」

（
壺
上
）

こ
れ
以
外
に
も
「
九
一
」
（
梁
下
、
膝
上
）
「
彼
時
、
此
一
時

也
」
（
公
下
）
、
「
什
一
」
（
膝
上
、
下
）
「
二
十
而
取
一
」
（
告
下
）

2 ヽ
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4
、
孟
子
日
、
「
貴
貴
、
尊
賢
、
其
義

3
、
孔
子
曰
、

上）

な
ど
が
見
ら
れ
る
。

次
に

B
の
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
例
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

>

1
、
孟
子
日
、
「
世
子
疑
吾
言
乎
。
夫
道
一
而
已
突
。
」
（
膝
上
）

2
、
孟
子
日
、
「
…
。
先
聖
、
後
聖
、
其
揆
一
也
。
」
（
離
下
）

也
。
」
（
萬
下
）

5
、
孟
子
日
、
「
…
伯
夷
也
。
…
伊
手
也
。
…
柳
下
恵
也
。
三
子

者
不
同
道
、
其
趨
一
也
。
」
「
一
者
、
何
也
。
」
日
、
「
仁
也
。
」

（
告
下
）

こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
、
2
S
5
は
具
体
的
事
象
を
挙
げ
て

そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
を
括
る
抽
象
的
表
現
「
某
」
を
挟
ん
で
「
甲
、

乙
、
丙
、
其
の
某
一
な
り
」
あ
る
い
は
「
其
の
某
一
の
み
」
と
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
一
貰
」
の
概
念
と
解
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
1
も
「
道
」
の
一
貫
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て

C
の
概
念
の
用
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

「
唐
虞
祠
、
夏
后
殷
周
網

其
義
一
也
。
」

（萬

V
I
1
、
孟
子
見
梁
襄
王
。
出
語
人
日
、
「
望
之
不
似
人
君
。
就
之
而

不
見
所
畏
焉
。
卒
然
問
日
、
『
天
下
悪
乎
定
。
』
吾
到
日
、
『
定

干
一
。
』
『
執
能
一
之
。
』
到
日
、
『
不
嗜
殺
人
者
能
一
之
。
』

云
々
。
」
（
梁
上
）

本
、
而
夷
子
二

こ
れ
は
他
動
詞
的
に
「

あ
る
。佐
川
説
及
び
通
説
的
な
「
同
一
」
の
解
は
、
『
孟
子
』
中
に
は
実

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
こ
の

B
の
「
一

貰
す
る
」
の
概
念
に
近
似
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
近
藤
説
は
結
果
的
に
は
「
一
な
り
」
を

A

の
「
そ
の
一
部
分
と
す
る
、
そ
の
一
っ
と
す
る
」
と
解
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

三
つ
の
用
法
の
う
ち
ど
れ
が
公
都
子
章
の
二
」
に
適
合
す
る

で
あ
ろ
う
か
。

B
は
、
一
貫
す
る
「
某
」
を
明
示
す
る
と
い
う
記

述
形
式
の
う
え
か
ら
も
該
当
し
難
く
、
論
旨
の
上
か
ら
検
討
し
て

も
適
合
し
な
い
。
仮
に

B
の
「
一
貫
」
の
解
釈
に
立
て
ば
、
こ
れ

ら
三
史
書
に
既
に
孔
子
の
「
義
」
や
そ
の
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る

「
天
子
の
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

に
す
」
と
い
う
用
法
に
そ
の
特
色
が

2
、
孟
子
日
、
「
…
。
且
天
之
生
物
也
、
使
之

本
故
也
。
」
（
膝
上
）

(9) 



し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
③
の
「
其
の
は
則
ち
齊
桓
晉

文
、
其
の
文
は
則
ち
史
」
と
い
う
本
来
が
覇
者
の
記
事
で
あ
り
列

国
の
史
書
で
あ
る
こ
れ
ら
の
史
書
に
即
自
的
に
孔
子
の
明
ら
か
に

せ
ん
と
す
る
「
義
」
や
「
天
子
の
事
」
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い

た
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
文
の
理
解
と
し
て
成
り
立
た
ぬ
こ
と
は

自
明
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

B
の
用
法
は
ま
ず
排
除
さ
れ
る
が
、
で
は

A
か

C
い
ず
れ
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
覇
者
の
時
代
の
「
春
秋
」
が
提

示
さ
れ
、
こ
れ
ら
三
史
書
が
挙
げ
ら
れ
て
「
一
な
り
」
と
言
う
の

で
あ
る
か
ら
、
三
史
書
を
主
と
し
て
言
え
ば
「
三
史
書
は
春
秋
の

一
部
分
で
あ
る
」
（
一
を
為
す
）
の
意
と
な
ろ
う
し
、
こ
れ
を
「
春

秋
」
を
主
と
し
て
言
え
ば
「
春
秋
は
三
史
書
を
統
一
し
た
も
の
で

あ
る
」
（
一
に
す
）
の
意
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
実
態
的
に
は

春
秋
が
三
史
書
（
も
と
よ
り
三
に
限
定
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
が
）
を

題
材
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

実
は

A
、
C
は
両
義
が
同
一
の
事
態
を
説
明
す
る
主
客
の
関
係
に

あ
る
と
言
え
、
い
ず
れ
の
側
面
か
ら
の
解
釈
も
結
果
的
に
は
疎
通

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
文
勢
の
上
か
ら
す
る
な
ら
ば
こ
の
章
の
一

連
の
文
は
「
春
秋
」
が
主
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
観
点
を
貫
さ
せ
る
解
釈
と
し
て
は
、

A
の
解
釈
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
「
一
部
分
で
あ
る
、

一
部
分
を
為

す
、
構
成
要
素
を
為
す
」
の
概
念
と
し
て
「
一
也
」
を
理
解
し
て

第
二
節
を
解
釈
す
る
と
、
「
晉
の
乗
、
楚
の
樺
机
、
魯
の
春
秋
は
、

「
春
秋
」
の
一
部
分
を
為
す
の
で
あ
る
。
」
と
の
解
が
得
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
書
は
「
春
秋
」
（
「
春
秋

I
」
)
に

お
い
て
―
つ
の
全
体
に
構
成
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

④
は
、
こ
の
「
春
秋
」
に
お
い
て
は
「
其
の
事
は
則
ち
齊
桓
晉

文
、
其
の
文
は
則
ち
史
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

事
迩
は
、
詩
に
お
け
る
「
王
者
」
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
齊
桓

晉
文
の
覇
者
の
事
迩
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
し
た
の
は
晉
・
楚
・
魯

な
ど
の
列
国
の
史
官
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
⑤
で
は
「
其
の
義
は
丘
籟
（
ひ
そ
か
）
に
こ
れ
を
取
る
」

と
し
、
孔
子
が
列
国
の
史
官
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
の
歴
史
記
述
の

中
か
ら
一
介
の
大
夫
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
「
天
子
の
事
」
と
し

て
の
「
義
」
を
そ
の
背
後
に
読
み
取
っ
て
明
ら
か
に
し
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ー
の

(
1
)
、
（
2
)
の
文
に
お
け
る
孟
子
の
所
説

「
春
秋
」
の
概
念
の
相
違
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
「
春
秋
」
観
は

二
つ
の
具
体
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
整
合
的
に
理
解
し
得
る
。

即
ち
、
周
の
道
の
衰
え
邪
説
暴
行
が
お
こ
っ
た
時
代
に
「
孔
子
」

が
「
春
秋
」
（
「
春
秋

II
」
)
を
「
作
（
つ
く
）
っ
た
」
こ
と
、
そ

し
て
こ
れ
は
歴
史
的
観
点
か
ら
述
べ
れ
ば
「
王
者
の
迩
」
を
頌
え

た
「
詩
」
が
ん
だ
」
の
に
替
わ
り
覇
者
の
事
を
明
ら
か
に
し

(10) 



‘、’ノ1
「
春
秋
I
」
よ
り
「
孔
子
」
が

（
 

、i9/1
列
国
の
史
書
（
晉
の
乗
、
楚
の
樺
机
、
魯
の
春
秋
な
ど
）

（
 題
材
と
し
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
史
書

、li
‘.2
齊
桓
．
晉
文
の

（
 文
に
な
る
史
書

と
し
て
整
理
さ
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
史
書
で
あ
る
以
上
、
基
軸
と

な
る
年
代
記
の
措
定
は
必
須
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
魯
の
春
秋
」
が
そ

の
年
代
記
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
よ
う
。

ま
た
「
春
秋
II
」
の
概
念
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「

5

覇
者
」

た
「
春
秋
」
（
「
春
秋

I
」
)
が
「
作
（
お
こ
）
り
」
、
孔
子
は
そ
の

中
か
ら
窺
か
に
「
義
」
を
取
り
出
し
て
「
天
子
の
事
」
と
し
て
の

「
春
秋
」
（
「
春
秋

II
」
)
を
「
作
っ
た
」
の
だ
、
と
い
う
認
識
で

あ
る
。

「
春
秋
I
」
の
概を

「
義
」
を
取
り
出
し
た
テ
キ

の
事
迩
を
中
心
と
し
た
、
史
官
の

上
来
の
考
察
か
ら
想
定
し
得
る
孟
子
所
説
の

念
を
整
理
す
る
と
、

（
四
）
『
左
偉
』
に
お
け
る
原
左
氏
偲

そ
こ
で
「
春
秋
I
」
「
春
秋
II
」
の
よ
う
な
概
念
に
相
当
す
る
テ

キ
ス
ト
を
現
存
文
献
の
な
か
か
ら
見
い
だ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
『
左

偲
』
に
収
め
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
最
も
近
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
即

ち
「
春
秋
I
」
は
そ
の
偲
を
中
心
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
、
「
春
秋
II
」

は
そ
の
経
を
中
心
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
比
定
さ
れ
得
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
比
定
は
さ
ら
に
『
左
偲
』
所
収
テ

キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
傭
を
中
心
と
し
た
テ
キ
ス
ト
が
先
行
し
、
経

の
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
か
ら
編
作
さ
れ
た
と
い
う
推
定
に
我
々
を
導

く
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
今
本
『
左
偲
』
の
構
成
は
、
隠
公
元
年
の
経
文
の
前
に

恵
公
時
代
の
記
事
の
偲
文
（
こ
れ
を
経
前
の
偲
と
称
す
る
）
が
あ

り
、
隠
公
元
年
か
ら
哀
公
十
六
年
ま
で
の
経
偲
の
対
応
す
る
記
事

が
あ
り
（
こ
れ
を
経
偲
テ
キ
ス
ト
と
称
す
る
）
、
哀
公
十
七
年
か
ら

「
悼
之
四
年
」
ま
で
の
偲
の
み
の
記
事
（
こ
れ
を
経
後
の
偲
と
称

す
る
）
が
あ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

天
下
が
「
王
」
の
暦
の
も
と
に
一
に
統
べ
ら
れ
る
と
い
う
理
念

は
「
春
王
正
月
」
と
い
う
記
述
に
表
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
天
子

‘ーー／2

「
天
子
の
を
明
ら
か
に
し
て

（
 れ
し
め
た
史
書

ス
ト

「
乱
臣
賊
子
」
を
「
憚
」

(11) 



の

と

関

わ

る

記

述

は

隠

公

元

年

か

ら

哀

公

年

ま

で

の

経

偲
テ
キ
ス
ト
の
経
及
び
偲
に
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
「
春

秋
II
」
に
よ
く
対
応
し
よ
う
。

一
方
こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
、
哀
十
七
年
以
降
の
経
後
の
偲
の

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
天
下
の
王
の
視
点
か
ら
す
る
表
記

や
筆
法
は
み
ら
れ
ず
、
「
春
秋
I
」
の
テ
キ
ス
ト
の
概
念
と
比
較
的

に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
経
後
の
偲
の
テ
キ
ス
ト
及
び
こ

れ
と
同
様
の
記
述
形
式
の
経
前
の
偲
の
テ
キ
ス
ト
（
こ
れ
ら
を
併

せ
て
単
偲
テ
キ
ス
ト
と
称
す
る
）
に
「
原
左
氏
偲
」
（
左
氏
春
秋
）

の
様
相
を
窺
っ
て
み
る
こ
と
は
相
応
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

こ
の
単
偲
テ
キ
ス
ト
は
、
歴
史
記
述
の
手
法
や
表
記
な
ど
に
お

い
て
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
傭
文
や
綬
文
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
共
通

性
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
種
の

特
徴
あ
る
記
事
・
筆
法
・
表
記
と
の
間
に
は
全
く
共
通
性
が
確
認

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
両
者
の
共
通
性
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
第
一
に
両
者
の
偲

文
の
間
に
認
め
ら
れ
る
歴
史
記
述
の
手
法
の
共
通
点
の
主
な
も
の

と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
得
る
。

tヽ
Jヽ1
「
初
」
を
用
い
て
の
歴
史
記
述
の
手
法
で
あ
る
。
こ
の
例
は

（
 隠
元
年
か
ら
哀
二
十
五
年
ま
で
の
間
に
9
1
例
有
り
、
そ
の

内
の
5
例
が
単
傭
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
。

の
後
に
解
説
の
言
辞
を
挿
入
し
つ
つ
歴
史
記
述
を
進
め

る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
哀
二
十
三
年
の
記
述

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
手
法
で
あ
る
。

二
十
三
年
。
…
。
秋
八
月
。
籾
青
如
越
。
婦
艇
脳
面
i

。
醐
副

鞍
束
聘
。
戚
炭
叡
販
。
（
傍
線
は
記
事
、
波
線
は
そ
の
解
説
の

言
辞
で
あ
る
。
）

‘‘‘/ 4
魯
公
の
年
代
記
を
縦
軸
と
す
る
歴
史
編
年
の
手
法
で
あ
る
。

（
 単
偲
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
魯
の
哀
公
の
紀
年
を
縦
軸
と
し

て
、
こ
れ
に
列
国
の
史
書
の
記
述
が
横
軸
と
し
て
採
用
さ
れ

て
い
る
。

第
二
に
、
単
博
テ
キ
ス
ト
の
文
と
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
偲
文
の
み

な
ら
ず
経
文
と
の
間
に
も
表
記
上
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
の
は

次
の
点
で
あ
る
。

単
傭
テ
キ
ス
ト
の
「
公
會
齊
侯
盟
干
蒙
」
（
哀
十
七
）
や
「
三
夷

男
女
及
楚
師
盟
干
放
」
（
哀
十
九
）
、
「
公
及
齊
侯
、
郷
子
盟
干
顧
。
」

（
哀
二
十
一
）
の
表
記
形
式
や
前
置
詞
「
干
」
の
用
法
は
、
経
偉

テ
キ
ス
ト
と
の
間
に
一
貫
し
た
共
通
性
が
あ
る
。
そ
し
て
特
に
こ

の
「
A
會
B
盟
干

C
」
や
「
A
及
B
盟
干

C
」
の
表
記
形
式
は
経

偲
テ
キ
ス
ト
の
経
文
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
A
會

幻
単
偲
テ
キ
ス
ト
の
「
悼
之
四
年
」
と
い
う
類
の
形
式
の
記
述
。

ヽ`＇／3
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B
盟
千

C
」
の
型
が
同
一
記
事
の
綬
・
偲
に
共
に
見
ら
れ
る
の
は
、

倍
二
十
九
、
文
二
、
文
七
、
文
八
、
襄
二
十
、
昭
十
一
で
あ
り
、

経
の
み
に
見
ら
れ
る
の
は
、
隠
六
、
桓
十
一
、
十
二

(
3
)
、
桓
十

七
、
荘
十
三
、
偕
七
、
倍
八
、
偕
十
五
、
偕
十
九
、
儘
二
十
七
、

偕
二
十
八
、
文
八
、
襄
二
十
、
昭
二
十
六
、
定
十
二
で
あ
る
。

ま
た
、
「
公
及
A
盟
干
B
」
の
型
が
同
一
記
事
の
紐
・
偲
に
共
に

見
ら
れ
る
の
は
、
隠
元
、
隠
八
、
桓
一
、
桓
二
、
桓
十
七
、
荘
九
、

閃
元
、
文
十
、
成
二
（

2
）
、
成
十
六
、
襄
二
十
七
で
あ
り
、
紐
の

み
に
見
ら
れ
る
の
は
、
隠
二
、
荘
二
十
三
、
文
十
六
、
文
十
七
、

成
元
、
襄
三
、
襄
十
五
、
定
三
、
定
四
、
哀
二
で
あ
り
、
偲
の
み

に
見
ら
れ
る
の
は
、
桓
十
二
、
襄
三
十
、
昭
元
で
あ
る
（
括
弧
内

は
例
文
数
、
他
は
皆
1
例）。

次
に
、
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
。
経
偲
テ
キ
ス
ト
に
は
見
ら

れ
る
が
単
偲
テ
キ
ス
ト
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
記
事
・
筆
法
・
表

記
の
主
な
も
の
と
し
て
次
の
六
点
を
挙
げ
得
る
。

）
 
1
綬
傭
テ
キ
ス
ト
の
紐
・
偲
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
「
王
」
の

（
 暦
法
の
も
と
で
の
天
下
の
統
一
性
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
「

正
月
」
「
王
二
月
」
「
王
三
月
」
等
の
筆
法
。

「

王

正

月

」

隠

元

S
哀
十
二
、
2
8
例

二

月

」

昭

十

一

S
昭
二
十
二
、

4
例

三

月

」

隠

三

S
成
十
一
、

4
例

「
凡
そ
…
」

で
は
じ

‘,'ノ2
紐
偲
テ
キ
ス
ト
の
綬
．
偲
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
暦
法
の
基

（
 準
と
な
る
「
朔
」
の
記
事
。

「

朔

」

荘

十

五

S
昭
三
十
一
、

、̀
l3
紐
偲
テ
キ
ス
ト
の
経
の
み
に
見
ら
れ
る
「
王
」
に
因
む
表
記

（
 と
し
て
の
「
十
有

0
年
」
「
十
有

0
月
」
な
ど
の
表
記
。

、̀'／4
紐
博
テ
キ
ス
ト
の
博
の
み
に
見
ら
れ
る
「
…
、
證
也
。
」
の
筆

（
 法
。
こ
れ
は
隠
六
年
か
ら
定
十
五
年
ま
で
に
8
0
例
見
ら
れ
、

72
例
が
博
文
の
編
作
者
の
言
辞
（
博
の
地
の
文
）
で
あ
り
、

登
場
人
物
の
そ
れ
は

8
例
に
と
ど
ま
る
。

8
例
は
魯
の
威
武

仲
、
鄭
の
子
産
、
齊
の
陳
文
子
（
二
回
）
、
魯
の
謝
息
、
晉
の

叔
向
、
齊
の
晏
子
、
鄭
の
遊
吉
、
そ
し
て
仲
尼
の
言
辞
と
し

て
で
あ
る
。

、ヽ’ノ5
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
偲
の
み
に
見
ら
れ
る
「
…
、
非
證
也
。
」

（
 の
筆
法
。
こ
れ
は
隠
五
年
か
ら
哀
十
六
年
ま
で
に
4
0
例
見

ら
れ
、
2
8
例
が
編
作
者
の
言
辞
で
あ
り
、
1
0
例
が
登
場
人
物

（
陳
の
鍼
子
、
齊
公
、
王
使
、
魯
の
威
武
仲
、
叔
孫
昭
子
、

叔
仲
子
、
公
山
不
狂
、
子
貢
、
鄭
の
子
大
叔
、
衛
の
公
叔
文

子
）
、
2
例
が
「
君
子
日
」
の
言
辞
で
あ
る
。

‘、’/6
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
偲
の
み
に
見
ら
れ
る

（
 

11
例
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ま
る
筆
法
や
訓
詰
を
示
す
所
謂
凡
例
は
隠
七
年
よ
り
定
九

ま
で
に

51
例
見
ら
れ
る
。

右
に
述
べ
た
、
経
偲
テ
キ
ス
ト
と
単
偲
テ
キ
ス
ト
の
共
通
性
乃

至
は
一
貫
性
は
、
綬
偲
テ
キ
ス
ト
の
偲
と
単
偲
テ
キ
ス
ト
と
が
一

連
の
一
貫
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
時
期
に
単
行
し
て
い
た
と

の
想
定
を
な
さ
し
め
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
経
傭
テ
キ
ス
ト
の
偲
と
単
偲
テ
キ
ス
ト
と
の
表

記
の
際
立
っ
た
相
違
は
、
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
偲
が
あ
る
時
点
以
後

に
お
い
て
蒙
っ
た
変
容
の
足
跡
を
窺
わ
し
め
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
よ
う
な
変
容
の
可
能
性
は
綬
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
も
留
保
さ

れ
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
推
定
と
同
時
に
、
単
博
テ
キ
ス
ト
は
綬
偲

テ
キ
ス
ト
の
偲
文
が
経
偲
の
対
応
関
係
を
以
て
修
整
・
付
加
さ
れ

る
以
前
の
テ
キ
ス
ト
（
偲

I
)
と
と
も
に
「
単
行
す
る
原
左
氏
偲

（
左
氏
春
秋
）
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
本
来
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
（
注
9
)
0

し
た
が
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
「
原
左
氏
偲
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、

右
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
変
容
を
蒙
る
以
前
の
経
偲
テ
キ
ス
ト
の

偲
文
（
偲

I
)
と
経
前
及
び
経
後
の
単
博
テ
キ
ス
ト
と
か
ら
成
る

も
の
（
左
に
示
す
概
念
図
の
太
線
部
分
）
と
し
て
推
定
さ
れ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

恵公時代
----------------
隠公元年

そ
し
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
こ
そ
「
春
秋

I
」
に
最
も
よ
く
対
応
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
本
『
左
偲
』
テ
キ
ス
ト
の
構
成
（
概
念
図
）

綬
偲
テ
キ
ス
ト

哀公十六年
----------------
哀公十七年

悼之四年

経前の偲

評
戸—. 

綬 博

左^  博^  
凡
例

氏 I 
綬ヽ

ヽ
釈
例
等

偲^  
II ヽ

経後の傭

原
左
氏
博

テ
キ
ス
ト

(14) 



（
五
）
原
左
氏
偲
と
経

上
来
の
考
察
に
よ
れ
ば
原
左
氏
博
（
左
氏
春
秋
）
テ
キ
ス
ト
が

貫
し
た
も
の
と
し
て
単
行
し
た
と
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
で
は
、
経
傭
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
綬
と
偲
に
は
ど

の
よ
う
な
成
立
の
経
緯
が
想
定
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
『
左
偲
』
の
経
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
傭
文
と
の
関
係
を
、

任
意
の
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
仮
に
隠
二
、
襄
八
の
各

年
の
綬
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
部
分
の
博
文
の
記
事
を
列
挙
し
て

み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
、
二
年
。
春
。
公
會
戎
干
潜
。

（
偲
）
二
年
。
春
。
公
會
戎
干
潜
。
僻
郎
忍
芍
盆
E
囮
。
戎
請

盟
。
公
辟
゜

2
‘
釦
。
五
月
。
i
呂
人
入
向
。

（
偲
）
i
呂
子
婆
干
向
。
向
姜
不
安
宮
而
蹄
。
釦
°
i
呂
人
入
向
。

以
姜
氏
還
。

3
、
制
馴
帥
師
刃
刷
。

（
偲
）
司
空
無
駿
入
極
゜

費
痔
父
勝
之
。

A

〈
隠
公
二
年
の
経
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
偲
文
〉

1
、
八
年
。
春
。

（
偲
）
刈
桐
q

王
正
月
。
凶
叫
副
i
。

春
。
公
如
晉
゜
郷
芯
取
廠
醗
嗽
芯
総
°

2
‘
釦
。
葬
鄭
儘
公
。
（
無
偲
の
経
）

（
偲
）
類
菜
公
子
以
憫
盛
之
死
也
、
謀
子
駆
。
子
駆
先
之
。

町
四
月
。
庚
辰
。
殺
子
孤
、
子
熙
、
子
侯
、
子
丁
°

孫
撃
、
孫
悪
出
奔
衛
。

B

〈
襄
公
八
年
の
紐
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
偲
文
〉

9
、
鄭
人
伐
衛
。

（
偲
）
鄭
人
伐
衛
。
犀
公
孫
滑
之
乱
也
｀
o

8
、
十
有
二
月
。

乙
卯
。
夫
人
子
氏
甍
。
（
無
偲
の
経
）

7
、
紀
子
吊
、
宮
子
盟
干
密
゜

（
博
）
俎
。
紀
子
吊
、
宮
子
盟
干
密
。
瑯
畝
唸
四
゜

6
、

41。
十
月
。
伯
姫
蹄
干
紀
。
（
無
傭
の
綬
）

5
、
叫
用
。
紀
裂
縞
束
逆
女
。

（
偲
）
叫
用
。
紀
裂
縞
束
逆
女
。
郷
磁

m忠
四
戯
。

4
、
糾
。
八
月
。
庚
辰
。
公
及
戎
盟
干
唐
。

（
偲
）
戎
請
盟
。
糾
。
盟
干
唐
。
邸
憚
汲
屈
面
i
。

(15) 



3
‘
綱
人

11。
獲
察
公
子
嬰
゜

（
偲
）
庚
寅
゜
鄭
子
國
、
子
耳
側
却
勺

劇
側
、

9
、
酎
侯
使
士
匂
刺
謝
。

（
偲
）
酎
苑
宣
子
刺
糊
゜

公
亨
之
。

齊
人
、

冒
司
馬
凶
ゴ
創
咆

渕
人
、

4
、
季
孫
宿
會
晉
侯
、

胃゚
（
博
）
五
月
。
甲
辰
。
會
干
邪
丘
。
凶
齢
馘
鉱
唸
認
究
；
艇
諏

艇
況
コ
翌
或
寧
完
四
琴
コ
刷
閻
‘
剛
高
厚
‘
渕
向
戌
‘
釧

寓
殖
‘
網
大
夫
會
之
。
鄭
固
猷
捷
干
會
、
故
親
聴
命
。

大
夫
不
書
、
尊

11也。

7
、
秋
。
九
月
。
大
霊
。

（
偲
）
秋
。
九
月
。
大
雲
。
暇
販
。

8
、
組
。
朗
公
子
貞
帥
師
閃
劇
。

砿
）
剣
。
剣
子
嚢
倒
砿
。
認
3
沢
郎
盆
禽
戯
。

釧
人
、

網
人
干

且
拝
公
之
辱
。
告
将
用
師
干
鄭
゜

6
、
宮
人
伐
我
東
郡

（
博
）
宮
人
伐
我
東
郡
、
凶
響
郷
両
f

゜

5
、
公
至
自
晉
。
（
無
偲
の
経
）

先
に
考
察
し
た
単
傭
テ
キ
ス
ト
と
経
偲
テ
キ
ス
ト
の
共
通
点
の

）
 
3
の
よ
う
に
、
「
史
の
記
事
（
傍
線
部
）
＋
解
説
の
文
（
波
線
部
）
」

（
 
と
い
う
形
式
が
原
左
氏
偲
の
記
事
に
一
般
的
な
記
述
の
型
の
一
っ

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

A

1
、
4
、
5
、

7
、
9
、
B

1
、
6
、

7
、
8
は
い
ず
れ
も
こ
の
型
の
記
述
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
経
に
対

す
る
注
釈
と
は
見
な
し
得
な
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
け
る
紐
と
偲
の
関
係
は
、
経
に
対
し
て

の
注
と
し
て
偲
が
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
偲
か
ら
経
が

抽
出
・
編
作
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
と
な
ろ
う
。

ま
た
、

A

6
、
8
、
B
2
、
5
な
ど
の
無
偲
の
経
に
つ
い
て
は
、

本
来
は
原
左
氏
偲
の
記
事
で
あ
っ
た
も
の
が
経
文
に
抽
出
さ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
経
の
編
作
の
際
に
付
加
著
作
さ
れ
た
か
（
稀
な
場

合
）
、
と
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
他
の
部
分
的
に
重
複
す
る
文
(
A
2
、

3
、
B

3
、
4
、

9
)

に
お
い
て
も
博
か
ら
綬
が
抽
出
さ
れ
た
と
い
う
理
解
は
概
ね

無
理
な
く
想
定
し
得
る
が
、
経
か
ら
偲
を
起
こ
す
と
い
う
想
定
は
、

全
く
不
可
能
で
は
な
い
が
実
際
の
テ
キ
ス
ト
編
作
に
お
い
て
は
相

当
の
無
理
が
あ
る
（
例
え
ば
B
4
)
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
こ
れ
ら
二
年
の
記
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他

の
綬
偲
の
記
事
に
お
い
て
も
容
易
に
看
取
し
う
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
原
左
氏
偲
か
ら
経
文
が
抽
出
し
編
作
さ
れ
た
と
い
う
仮
説
は

相
応
の
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

(16) 



で
は
原
左
氏
偲
か
ら
経
が
抽
出
さ
れ
編
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
い
つ
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛

か
り
は
偕
二
十
八
年
の
文
に
窺
え
る
。

（
綬
）
組
。

ii晉
侯
、
齊
侯
、
宋
公
、
察
侯
、
鄭
伯
、
陳
子
、

営
子
、
邪
子
、
秦
人
刊
向
呵
天
王
狩
干
河
陽
。
壬
申
、

公
朝
干
王
所
。

（
傭
）
冬
。
會
干
温
。
討
不
服
也
。
…
。
是
會
也
、
晉
侯
召
王
、

以
諸
侯
見
、
且
使
王
狩
。
仲
尼
日
、
「
以
臣
召
君
、
不
可

以
訓
。
故
書
日
、
『
天
王
狩
干
河
陽
』
、
言
非
其
地
也
、

且
明
徳
也
。
」
壬
申
、
公
朝
干
王
所
。

よ

こ
れ
に
つ
い
て
杜
預
は
「
其
の
君
を
召
ぶ
の
問
を
隠
し
、
以
て

の
功
徳
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
。
河
陽
の
狩
、
趙
盾
の
試
、

泄
冶
の
罪
、
皆
な
凡
に
違
い
例
を
愛
じ
、
以
て
大
義
を
起
こ
す
も

危
疑
の
理
あ
り
、
故
に
特
に
仲
尼
を
稲
し
て
以
て
之
を
明
ら
か
に

す
。
」
と
注
し
て
い
る
。

仲
尼
が
紐
文
を
引
用
し
て
そ
の
筆
法
の
趣
旨
を
説
明
す
る
の
は
、

「
仲
尼
日
」
の
評
語
の
記
事
の
登
場
と
紐
の
成
立
と
が
密
接
に
関

連
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
即
ち
経
が
原
左
氏
偲
よ
り
抽
出

さ
れ
編
作
さ
れ
、
そ
の
際
か
、
も
し
く
は
そ
の
後
に
経
文
に
対
応

す
る
仲
尼
の
評
語
に
よ
る
解
釈
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
「
天
王
」
の
用
語
も
経
の
編
作
と
関
連
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
「
仲
尼
日
」
の
評
語
は
左
偲
中
に
二
十
三
条
見
ら
れ
る
も

の
で
、
し
か
も
「
魏
子
の
學
や
義
な
り
、
其
の
命
や
忠
な
り
、
其

れ
長
く
晉
國
に
後
有
ら
ん
か
。
」
（
昭
公
二
十
八
年
）
の
よ
う
に
魏

を
宣
揚
す
る
立
場
に
立
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
文
で
も
晉

（
魏
）
の
「
徳
を
明
ら
か
に
す
る
」
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
勢
隆
郎
の
左
偲
の
暦
法
計
算
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
左

偲
の
二
つ
の
冬
至
（
日
南
至
）
の
記
述
（
僣
公
五
年
、
昭
公
二
十

年
）
は
「
そ
れ
ぞ
れ
前
三
五
一
年
前
年
冬
至
朔
を
起
算
点
と
し
、

…
糊
っ
た
冬
至
朔
の
日
干
支
に
一
致
す
る
」
（
注
10)
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
仲
尼
」
の
評
語
の
付
せ
ら
れ
た
時
期
が
前
三
五

一
年
の
魏
の
称
夏
王
の
頃
（
逢
澤
の
遇
の
頃
）
と
関
係
す
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
も
し
く
は
そ
の
前
段
階
で
、
原
左
氏
偲

（
左
氏
春
秋
）
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
経
と
博
（
図
の
偲
I
に
偲
II
の

一
部
を
付
加
し
た
も
の
）
の
テ
キ
ス
ト
が
夫
れ
夫
れ
に
成
立
し
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

孟
子
所
説
春
秋
の
「
其
の
義
は
則
ち
丘
籟
か
に
こ
れ
を
取
る
」

の
中
心
義
は
こ
の
よ
う
な
経
（
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
偲
）
の
成

立
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
よ
う
な
考
察
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
の
考
察

(17) 



ー
原
左
氏
偲

其
の
事
は
則
ち
齊
桓
．
晉

文
、
其
の
文
は
則
ち
史

春
秋

I
I

其
の
義
は
則
ち
丘
籟
か
に
原
左
氏
経

こ

れ

を

取

る

（

及

び

関

連

す

る

偲

）

春
秋

I
I
I

し
か
し
て
「
春
秋
」
は
史
書
と
し
て
テ
キ
ス
ト
ー
を
指
す
も
の

と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
特
に
孟
子
を
経
て
後
の
荀
子
以
降
に
は
孔

子
の
義
を
託
し
た
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

II
（
特
に
そ
の
春
秋
綬
）

が
「
春
秋
」
を
中
心
的
に
指
す
も
の
と
見
な
さ
れ
て
行
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
「
春
秋
」
テ
キ
ス
ト
の
展
開
に
関
し
て
は
先

行
す
る
原
左
氏
偲
（
左
氏
春
秋
）
か
ら
春
秋
経
（
左
氏
綬
）
が
抽

出
・
編
作
さ
れ
た
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
〈
傭

先
経
後
〉
の
関
係
が
こ
こ
に
看
取
し
得
る
（
も
と
よ
り
こ
れ
は
概

念
的
把
握
で
あ
っ
て
先
の
考
察
の
示
す
よ
う
に
全
て
の
偲
文
が
経

に
先
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
本
左
偲
に
は

経
成
立
後
の
加
筆
・
修
正
に
よ
る
新
た
な
博
文
も
収
録
さ
れ
て
い

る
の
は
確
実
と
見
ら
れ
る
）
。

と
併
せ
て
次
の
よ
う
な
孟
子
の
所
説
「
春
秋
」

さ
れ
よ
う
。

へ
の
理
解
が
確
認

小
稿
の
趣
旨
は
以
上
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま

え
て
「
春
秋
」
テ
キ
ス
ト
の
展
開
に
関
す
る
予
見
的
展
望
を
述
べ

て
結
び
と
し
た
い
。

所
謂
春
秋
経
は
左
偲
以
外
に
公
羊
偲
、
穀
梁
偲
に
も
経
（
共
に

左
偲
と
異
な
り
哀
公
十
四
年
春
の
獲
麟
を
以
て
終
わ
る
）
と
し
て

記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
そ
の
構
成
以
外
に
も
若

干
の
異
同
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
佐
川
修
の
す
ぐ
れ
た
考
証

が
あ
り
現
存
の
三
偲
の
綬
の
な
か
で
は
左
偲
の
経
が
最
も
本
来
の

面
目
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
の
結
論
を
も
た
ら
し
て
い
る

（注
1
1
)
0

し
か
し
て
上
来
の
考
察
の
結
果
は
原
左
氏
偲
（
左
氏
春
秋
）
か

ら
左
氏
経
が
抽
出
・
編
作
せ
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公

羊
・
穀
梁
の
経
は
こ
の
左
氏
経
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
す
る
の
が

妥
当
の
推
論
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
公
羊
経
は
政
治
的
意
図
か
ら

左
氏
経
の
哀
十
四
年
獲
麟
よ
り
以
降
の
経
文
を
捨
象
し
て
編
作
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
れ
は
田
齊
へ
の
政
治
的
配

慮
（
陳
恒
の
試
君
記
事
を
隠
蔽
す
る
為
）
か
ら
為
さ
れ
た
も
の
と

憶
測
さ
れ
る
。
公
羊
偲
（
口
授
相
伝
の
段
階
を
含
む
）
が
公
羊
紐

へ
の
忠
実
な
偲
注
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
そ
の
経
博
の
成

立
が
紐
先
偲
後
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
公
羊
経
と
同
様
の

構
成
の
穀
梁
経
お
よ
び
そ
の
偲
注
で
あ
る
穀
梁
偲
の
関
係
も
や
は

(18) 



(
1
)
こ
の
部
分
を
「
お
こ
す
」
と
作
興
の
意
に
解
し
て
孔
子
春
秋
作
興
説

を
唱
え
た
の
は
渡
邊
卓
の
『
古
代
中
國
思
想
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
八

注

り
同
様
で
あ
る
。
佐
川
修
が
公
・
穀
二
経
の
近
似
性
を
考
証
し
た

よ
う
に
公
羊
と
穀
梁
と
は
本
来
は
同
一
の
経
に
対
す
る
夫
れ
夫
れ

の
偲
注
の
展
開
と
見
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
上
来
の
考
察
と
併
せ
勘
案
す
る
と
「
春
秋
」
テ
キ

ス
ト
の
展
開
（
か
く
称
す
る
の
は
こ
れ
ら
の
書
は
漢
初
の
頃
ま
で

は
い
ず
れ
も
「
春
秋
」
と
し
て
そ
の
言
辞
が
諸
書
に
引
用
せ
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
概
念
図
が
想
定
さ

れ
よ
う
。

こ
こ
に
左
氏
テ
キ
ス
ト
を
中
心
と
し
た

図
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
（
注
12)0

「
春
秋
」

の
展
開
の
構

公
羊
経
↓
公
羊
偲

原

左

氏

偲

（

左

氏

春

秋

）

口

[

偲
口

穀

梁

綬

↓

穀

梁

偲

年
、
創
文
社
）
第
一
部
第
二
編
第
四
章
「
春
秋
著
作
説
話
の
原
形
」
で

あ
り
、
初
出
は
一
九
五

0
年
『
叙
説
』
五
一
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
従

来
の
謡
論
に
つ
い
て
は
、
近
藤
則
之
「
孟
子
に
お
け
る
孔
子
と
『
春
秋
』

の
関
係
」
(
-
九
九

0
年
『
九
州
中
国
学
会
報
』

28
巻
）
が
、
要
約
的

に
「
要
す
る
に
、
孔
子
と
『
春
秋
』
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
後
世
の

所
為
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
今
日
の
我
が
学
界
で
は
定
説
と
な
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
に
初
め
て
言
及
す
る
前
掲
の
『
孟
子
』
の
文
章
が
、
孔
子
を

『
春
秋
』
の
制
作
者
と
み
な
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
復
興
者
と
み
な

し
て
い
る
か
、
こ
の
点
に
お
い
て
学
説
の
対
立
が
あ
り
、
い
ま
だ
定
説

を
み
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
」
と
す
る
。
小
稿
は
作
興
説
の
不
可
な
る

を
明
ら
か
に
す
る
。

(
2
)
杉
山
一
也
「
『
孟
子
』
「
詩
亡
、
然
後
春
秋
作
」
考
」
（
『
中
国
研
究
集

刊
』
日
号
、
平
成
二
年
）
は
歴
代
解
釈
や
諸
注
の
類
型
に
つ
い
て
詳
細

の
分
類
を
し
た
上
で
、
「
亡
」
字
の
謡
論
を
為
し
、
こ
れ
を
「
衰
亡
」

の
意
に
解
す
べ
き
と
の
見
解
を
提
示
す
る
。

(
3
)
鎌
田
正
『
左
博
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
（
昭
和
三
十
八
年
、
大
修
館
書

店）

20
頁
。
ま
た
鎌
田
は
同
書

(
2
2
1
2
3
頁
）
に
お
い
て
、
『
史
記
』

の
呉
太
伯
世
家
は
左
偲
偲
公
五
年
の
文
を
指
し
て
「
春
秋
」
と
言
い
、

暦
書
で
は
左
偲
文
公
元
年
の
文
を
指
し
て
「
春
秋
」
と
言
い
、
さ
ら
に

『
漢
書
』
王
葬
偲
で
は
左
偲
襄
公
二
十
四
年
の
文
、
同
襄
公
十
一
年
の

文
を
指
し
て
「
春
秋
」
と
言
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
4
)
荊
門
市
博
物
館
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
(
-
九
九
八
年
、
文
物
出
版
社
）
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194
、
195
頁
。
な
お
、
李
零
『
郭
店
楚
簡
校
讀
記
』
（
二

0
0
二
年
、
北

京
大
学
出
版
社
）
に
よ
り
釈
文
の
一
部
を
改
む
。
郭
店
楚
墓
の
下
葬
年

代
に
つ
い
て
は
荊
門
市
博
物
館
が
墓
葬
形
式
と
副
葬
器
物
の
特
徴
等
の

考
証
か
ら
「
下
葬
年
代
当
在
公
元
前
4
世
紀
中
期
至
前
3
世
紀
初
期
」

（
『
文
物
』

1
9
9
7
年
第
7
期
）
と
す
る
見
解
や
、
雀
仁
義
の
「
在

公
元
前

3
0

0
年
左
右
」
（
『
荊
門
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』

1
9
9
7
年
第
2
期
）
と
の
見
解
を
妥
当
な
も
の
と
し
、
こ
れ
に
従
う
。

(
5
)
佐
川
修
『
春
秋
学
論
考
』
（
昭
和
五
十
八
年
、
東
方
書
店
）
第
二
章
44

頁。

(
6
)
佐
川
前
掲
書
第
一
章
7
頁。

(
7
)
山
田
琢
「
孟
子
の
『
王
者
之
述
焙
』
の
章
の
解
釈
に
つ
い
て
」
（
東
京

支
那
学
報
第
5
号）。

(
8
)
近
藤
前
掲
論
文
「
孟
子
に
お
け
る
孔
子
と
『
春
秋
』
の
関
係
」

1
0
.

11
頁。

(
9
)
漠
書
藝
文
志
は
「
春
秋
古
経
十
二
篇
」
（
王
先
謙
補
注
、
錢
大
斬
日
『
謂

左
氏
経
』
）
、
（
補
注
、
錢
日
、
『
左
氏
経
・
偲
、
本
各
箪
行
、
故
別
有
左

氏
偲
』
）
、
「
左
氏
偲
三
十
巻
（
左
丘
明
、
魯
太
史
）
」
と
す
る
。
後
者
は

単
行
す
る
「
左
氏
偲
」
テ
キ
ス
ト
（
原
左
氏
偲
に
近
い
）
で
、
そ
の
作

者
を
左
丘
明
と
す
る
。
こ
れ
は
即
ち
「
左
氏
春
秋
」
に
外
な
ら
な
い
。

(10)
平
努
隆
郎
『
中
國
古
代
紀
年
の
研
究
』
（
平
成
八
年
、
汲
古
書
院
）

27

頁
。
な
お
、
平
努
は
「
鍮
年
稲
元
法
は
、
前
四
世
紀
に
出
現
し
た
王
が

採
用
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
『
春
秋
』
『
左
偲
』
は
魯
君
主
の
紀

年
が
後
世
の
手
に
成
る
鍮
年
稲
元
法
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。
前
者
朔
日

は
齊
の
夏
正
に
、
ま
た
後
者
の
置
閏
批
判
と
冬
至
の
記
述
と
は
韓
の
夏

正
に
適
合
的
で
あ
っ
た
」
（
前
掲
書
128
頁
）
と
す
る
。

(11)

「
経
文
の
異
同
は
、
主
に
字
形
・
字
音
・
字
義
の
相
通
ず
る
も
の
の

間
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
公
穀
二
伝
の
経
文
は
大
い
に
近
似
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
伝
の
経
が
祖
本
を
同
じ
く
す

る
同
一
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
外
に
、
あ
る
い
は
公

穀
二
伝
の
経
が
左
氏
伝
の
経
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

疑
わ
せ
る
根
拠
に
な
る
。
」
（
佐
川
修
「
春
秋
源
流
考
」
『
東
北
大
学
教

養
部
紀
要
』
人
文
科
学
篇
4
、
一
九
六
六
年
）
。

(12)

「
春
秋
」
テ
キ
ス
ト
の
展
開
を
公
羊
型
の
春
秋
経
を
源
流
と
し
て
解

す
る
従
来
の
通
説
的
な
見
解
を
公
羊
史
観
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
前
掲
の

佐
川
や
平
努
を
も
含
め
た
従
来
の
論
者
は
い
ず
れ
も
公
羊
史
観
の
構
図

に
立
つ
の
に
対
し
、
小
稿
は
い
わ
ば
左
氏
史
観
を
開
示
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。

※
小
稿
は
平
成
十
五
年
五
月
二
十
四
日
開
催
の
第
五
十
二
回
東
北
中
国
学

会
大
会
（
於
秋
田
大
学
）
に
お
い
て
筆
者
が
表
題
の
研
究
発
表
を
行
っ

た
発
表
稿
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(20) 


